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部活動改革に伴う学習指導要領解説の見直しについて（概要）

１．経緯

◆令和４年６月・８月
 「運動部活動の地域移行に関する検討会議提言」（６月）及び「文化部活動の地域移行に関する検討会議提言」（８月）

  （学習指導要領解説の見直しにも言及）

◆令和４年12月
   ・学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン（スポーツ庁・文化庁）
   ・「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」の策定及び学校部活動の地域連携・地域移行
に関する関連制度の運用について（令和４年12月27日スポーツ庁次長・文化庁次長・総合教育政策局長・初等中等教育局長通知）

４ 学習指導要領解説の見直し等について
① このたびのガイドラインの改定を踏まえ、地域クラブ活動の位置付けや学校との連携の在り方等を更に明確にするため、今後、国が
行う実証事業等の状況等も踏まえ、学習指導要領解説における関連の記載の見直しを行う予定であること。 

２．見直しの趣旨

○ 実証事業の１年目が終了し、休日を中心に、部活動の地域移行が進捗し、今後も着実に進捗していく見込みである一方で、地方
自治体・保護者からは、学校と地域クラブとの連携、平日と休日の活動の指導方針等の連携が課題として挙げられている状況。

○ こうした状況を受け、地域クラブ活動の更なる円滑実施に資するよう、現行の部活動ガイドラインの記載をベースに、学校と地域クラブ
 との連携等に係る記載の追加等を行うことで、学校関係者を含めた共通理解の促進を図る。

※学校部活動の位置付けの見直しの要否等については、学習指導要領本体の次期改訂に向け、別途、議論

◆令和５年度～
 ・上記の部活動ガイドラインに基づく「改革推進期間」（R5～7）がスタート
 ・「地域スポーツクラブ活動への移行に向けた実証事業」の実施（運動部活動 R5：339市区町村、R6：510市区町村）

【運動部活動の地域移行の現状・見通し（部活動数ベース）（R6フォローアップ調査結果より）】

＜休日＞ R5（実績）：10％  ⇒ R6：21％ ⇒ R7：37％ ⇒ R8：55％
＜平日＞ R5（実績）： 4％ ⇒ R6：  7％ ⇒ R7：13％ ⇒ R8：22％
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３．見直しの概要

（１）学校と地域クラブとの連携等に関する記載の新設 【総則編】 ※中学校・特別支援学校（中学部）

      現行の部活動ガイドラインの記載に沿って、地域クラブ活動の位置付け（学校外の活動）や教育的意義等を明確化した上で、

 以下の内容を記載

   ① 学校と地域クラブとの間での活動方針等の共通理解を図る

② 特に、平日と休日で指導者が異なる場合、指導の一貫性を確保する観点から緊密に連携

   ③ 地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容等を生徒・保護者に周知

（２）部活動の現状の位置付けの明確化 【総則編】 ※中学校・高等学校・特別支援学校（中学部・高等部）

部活動は、法令上の義務として実施されるものではないことから学校の判断により実施しないこともあり、また、全ての生徒が一律に

加入しなければならないものではなく、生徒の自主的・自発的な参加により行われるもの

（３）部活動における多様な生徒・ニーズへの配慮 【保健体育編】 ※中学校・高等学校

① レクリエーション志向の生徒や、運動が苦手な生徒、障害のある生徒など、どの生徒でも参加しやすい活動内容や活動時間等と

するなどの工夫を実施

   ② 複数のスポーツや文化・科学分野等の様々な活動も含めて幅広く経験できるよう配慮

（参考）検討スケジュール

・10月23日・24日  部活動改革に関する実行会議WG（スポーツ、文化芸術）での審議

・10月25日      中教審・教育課程部会での審議

・12月10日    部活動改革に関する実行会議での審議 ２



中学校学習指導要領（平成29年告示）における記載

第１章 総則
第５ 学校運営上の留意事項
１ 教育課程の改善と学校評価，教育課程外の活動との連携等

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。
特に，生徒の自主的，自発的な参加により行われる部活動については，スポーツや文化，
科学等に親しませ，学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養等，学校教育が目指す資
質・能力の育成に資するものであり，学校教育の一環として，教育課程との関連が図ら
れるよう留意すること。その際，学校や地域の実態に応じ，地域の人々の協力，社会教
育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い，持続可能
な運営体制が整えられるようにするものとする。

【参考】 学習指導要領における部活動の位置付け

※高等学校・特別支援学校についても、同様の記載

３



4809; 10%

1412; 3%

5440; 11%

36123; 76%

25798; 55%

2049; 4%

4027; 9%

15179; 32%

【参考】休日の運動部活動の地域連携・地域移行の動向（部活動数）

R5（実績） R6

R7

◆部活動数

地域移行（地域スポーツクラブ）

地域連携（合同部活動）

地域連携（部活動指導員の活用）

学校部活動

9824; 21%

2053; 4%

5651; 12%29773; 63%

16161; 37%

2193; 5%

4954; 12%

19996; 46%

※1 各年度の地域移行の部活動数は、
前年度までに地域移行を完了した部活動数も含む

※2 未定等により、年度ごとに回答率が異なるため、
合計値は一致しない

※3 調査票では、令和５年度～令和８年度の他、地域
移行（地域スポーツクラブ）は「令和９年度以降」
「時期未定」、地域連携・学校部活動は「時期
未定」の回答欄を設けたため、令和６年度以降の
集計には一部の部活動は含まれない

R8

令和５年度以降、地域移行（地域スポーツクラブでの活動）に取り組む部活動数（※1）は増加
している。令和７年度までには、23,308部活動（54%）が地域連携または地域移行（地域スポ
ーツクラブでの活動）を予定している。
※休日の部活動の実施に当たり、各類型で実施した／実施予定の部活動数を調査。

地域連携または地域移行を
実施する部活動数：

11,661部活動（24%）

17,528部活動
（37%）

31,874部活動
（68%）

23,308部活動
（54%）

＜出典＞学校部活動及び新たな地域クラブ活動
の在り方等に関する総合的なガイドラインに
係るフォローアップ調査結果（運動部）
（令和６年８月）
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1479; 4%

943; 2%

4271; 11%

32882; 83%

2574; 7%

1400; 4%

4552; 12%

27852; 77%

3632; 13%

1364; 5%

3771; 13%19619; 69%

6274; 22%

1359; 5%

3441; 12%

17105; 61%

【参考】平日の運動部活動の地域連携・地域移行の動向（部活動数）

R5 R6

R7

◆部活動数

地域移行（地域スポーツクラブ）

地域連携（合同部活動）

地域連携（部活動指導員の活用）

学校部活動

R8

令和５年度以降、地域移行（地域スポーツクラブでの活動）に取り組む部活動数（※1）は増加
している。令和７年度までには、8,767部活動（31%）が地域連携または地域移行（地域スポー
ツクラブでの活動）を予定している。

地域連携または地域移行を
実施する部活動数：

6,693部活動（17%）

8,526部活動
（23%）

11,074部活動
（39%）

8,767部活動
（31%）

※1 各年度の地域移行の部活動数は、
前年度までに地域移行を完了した部活動数も含む

※2 未定等により、年度ごとに回答率が異なるため、
合計値は一致しない

※3 調査票では、令和５年度～令和８年度の他、地域
移行（地域スポーツクラブ）は「令和９年度以降」
「時期未定」、地域連携・学校部活動は「時期
未定」の選択肢を設けたため、令和６年度以降の
カウントでは一部の部活動が含まれていない

※平日の部活動の実施に当たり、各類型で実施した／実施予定の部活動数を調査。

＜出典＞学校部活動及び新たな地域クラブ活動
の在り方等に関する総合的なガイドラインに
係るフォローアップ調査結果（運動部）
（令和６年８月）

５



【参考】学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン
（令和４年12月 スポーツ庁・文化庁）（抜粋）

Ⅱ 新たな地域クラブ活動

３ 学校との連携等

ア 地域クラブ活動は、青少年のスポーツ・文化芸術活動が有する教育的意義のみならず、集団の中で仲間と切磋琢磨することや、学校

の授業とは違った場所で生徒が活躍することなど、生徒の望ましい成長を保障していく観点から、教育的意義を持ちうるものである。

学校部活動の教育的意義や役割を継承・発展させ、地域での多様な体験や様々な世代との豊かな交流等を通じた学びなどの新しい

価値が創出されるよう、学校・家庭・地域の相互の連携・協働の下、スポーツ・文化芸術活動による教育的機能を一層高めていくことが

大切である。

イ 地域クラブ活動と学校部活動との間では、運営団体・実施主体や指導者が異なるため、２（２）②で述べた協議会等の場を活用し、

地域クラブ活動と学校部活動との間で、活動方針や活動状況、スケジュール等の共通理解を図るとともに、関係者が日々の生徒の活動

状況に関する情報共有等を綿密に行い、学校を含めた地域全体で生徒の望ましい成長を保障する。その際、兼職兼業により指導に携

わる教師の知見も活用する。

ウ （略）

エ 学校の設置者及び校長は、地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容等も生徒や保護者に周知するなど、生徒が興味関

心に応じて自分にふさわしい活動を選べるようにする。

Ⅲ 学校部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備

１ 新たなスポーツ・文化芸術環境の整備方法

（１）休日の活動の在り方等の検討

ア 地域における新たなスポーツ・文化芸術環境の整備について、まずは、休日における地域の環境の整備を着実に進める。その際、休日

と平日で指導者が異なる場合には、あらかじめ指導者等の間で指導方針や生徒の活動状況に関する情報等の共有を行うなど緊密な  

連携を図るとともに、生徒や保護者等へ説明を丁寧に行う。 ６



大阪狭山市部活動地域移行（展開）

における考え方（案）

大阪狭山市教育委員会事務局



これまでの部活動

・スポーツ・文化芸術等に親しむ機会
2

・教科学習とは異なる集団での活動

を通じた人間形成の機会

・多様な生徒が活躍し、生徒の多面性を

知る機会

少子化による生徒数の減少

それに伴う部活動種目数の減少

教職員の働き方改革

子どもや保護者のニーズの多様化

教員が顧問を担う仕組みが限界

第一回協議会資料より

出典：文部科学省「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」



大阪狭山市における
部活動地域移行（展開）

の考え方（案）

大阪狭山市では、部活動が果
たしてきた役割を踏まえ、時代の
変化に対応した取組みをすすめ、
令和９年度（２０２７年度）
より平日・休日ともに、生徒が
地域の方々とともに活動できる
ことをめざす。

3



今後の部活動

4

時代の変化に対応した取組みへ向けて

・生徒が主体的に放課後の過ごし方

を選択できる。

・多様な活動に参加できる。

「さやまプラス」（さやま＋プラス）［仮称］

放課後の過ごし方がさらに充実（プラス）するという

意味を込めている！



さやまプラス（仮称）
について（案）

5

①地域のスポーツ・文化芸術団体をはじめとした幅広い団体が
主体となり、中学校の施設等を活用し、スポーツや文化活動な
ど、子どもたちに活動の場を提供します。

②「仲間と楽しんで活動する」「目標に向けて一生懸命に取り
組む」など、子どもたちの意向を尊重します。

③活動団体は登録制とし、要件を満たす団体を教育委員会事務
局が公募し、審査を行った上で登録します。

④子どもたちは校区を越えて、子どもたち自身が「やりたいこ
と」を選んで活動します。

⑤「さやまプラス」は会費制とし、各クラブの運営に必要な最
低限の費用は原則として受益者（各家庭）にご負担いただきま
す。



さやまプラス（仮称）に向けた検討事項

○さやまプラス（仮称）の活動方針の策定

○登録団体にむけてのガイドライン策定

○受益者負担軽減措置の検討

○活動予定場所（運動場・体育館・校舎内等）の管理体制の構築

○スポーツ・文化芸術団体、大学、企業、NPO、その他の地域団体への周知

〇ニーズ把握にむけての児童生徒アンケート、保護者アンケートの実施

〇大会、コンクールへ等への参加条件の確認・整理

6
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スケジュール１（案）
年度 令和７年(2025) 令和８年(2026) 令和９年(2027) 令和１０年(2028)

実
施
内
容

中学校の部活動（～令和９年９月頃まで）

令和９年９月頃～
地域移行（展開）
開始

（平日・休日）

民間委託（リーフラス）（～令和９年９月頃まで）

地域団体委託（～令和９年９月頃まで）

地域移行（展開）
先行実施

募集にむけて 活動団体募集

生徒・保護者への説明 情報発信

協議会



プレゼンテーションのタイトル 8

スケジュール２（案）
年度 令和７年(2025) 令和８年(2026) 令和９年(2027) 令和１０年(2028) 令和１１年(2029)

中学１年生
中学2年 中学3年

中学３年まで現在所属している部活動で活動できます。

小学６年生

中学１年 中学２年 中学３年

中学2年の夏まで部活動に所属、その後は2027年夏に新しく始まる「地域移行団体」の
活動に参加する。「地域移行団体」の活動に参加しないことも可能です。

小学５年生

小学６年 中学１年 中学２年 中学３年

中学１年の夏まで部活動に所属、その後は2027年夏に新しく始まる「地域移行団体」の
活動に参加する。「地域移行団体」の活動に参加しないことも可能です。

小学４年生

小学５年 小学６年 中学１年 中学２年

中学校入学時から「地域移行団体」の活動に参加することができる。
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令和７年度における協議会スケジュール（案）
第一回協議会 第二回協議会 第三回協議会

・令和６年度実証事業の報告

・視察報告

・「さやまプラス（仮称）」
の活動方針（案）について

・意見交換

・実態調査（アンケート）
項目の検討

・登録団体にむけてのガイド
ラインについて（案）

・活動予定場所の管理体制
について（案）

・意見交換

・実態調査（アンケート）
結果に関する検討

・本市における今年度の実証
事業の報告

・活動団体募集に向けて

・意見交換
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